
 平成２４年度 第１５回 役員会議事要旨 

 
日 時  平成２４年１０月１０日（水） １０時３０分～１１時３０分 
 
場 所  学長室 
 
出席者  学長，瀨口理事，中島理事，岩本理事，緒方理事 
欠席者  宮﨑理事 
 
陪席者  川上監事，向井監事、後藤学長室長，増子学長補佐 
 
○学長から，平成２４年度第１３回役員会議事要旨の確認依頼があった。 

 
 
【 審議事項 】 

   
（１）平成２４年度インセンティブ給与支給について 

  学長から、本件は、平成２４年９月２６日開催の役員会で協議し、また、

平成２４年９月２８日の経営協議会（持ち回り審議）で審議了承された旨

の説明があり、審議の結果了承された。 

 

 

（２）寄贈に伴う感謝状の贈呈について 

     学長から、本件は，小城市出身の画家 村岡平蔵氏の絵画５点の寄贈に

対し，国立大学法人佐賀大学感謝状贈呈規程第２条第１項第１号「本学

の運営のために一定額以上の寄附又は寄贈を行った者」に該当するもの

として，寄贈者の村岡一郎氏に感謝状の贈呈を提案するものである旨の

説明があった。 

また，総務課長から，本件について，推薦理由及び今迄の寄贈実績並

びに本学感謝状贈呈規程に該当する旨等の補足説明があり，審議の結果

了承された。 
 
 

（３）平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に係る意見の 

申立てについて 

学長から，本件は，平成２３年度に係る業務の実績に関する評価結果に

対し，意見の申立を行うかどうかを判断する案件である旨の説明があっ

た。 
また，岩本理事から，国立大学法人評価委員会の「業務運営・財務内容



等の状況」に係る４項目の評価は，本学の自己点検・評価結果同様，全て

の項目が『順調』の評価を得ている旨，今回から評価結果の記載方法が３

点変更された旨，次いで，増子評価室長から，今後，注目される事項及び

その事項に対する今年度の留意点及び課題事項等について，評価室の分析

結果を基に概要説明があった。 
最後に，評価結果に対する申立について，英字のスペル間違いによる

軽微な字句の修正はあるが，重大な事実誤認等は現時点では見当たらな

いため，大学評価委員会においても「意見の申立は行わない」旨が審議

了承されている旨の説明があり，審議の結果了承された。 
 

（４）その他 

    特になし。 

 

 

【 協議事項 】 

 

（１）国立大学法人佐賀大学職員給与規程の一部改正について 

学長から，本件は，全学教育機構副機構長と産業医を職務付加手当の

支給対象とすることに伴い，所要の改正を行う案件である旨の説明があ

った。 

また，総務部長から，改正の理由について，全学教育機構副機構長の役

職が副学部長等と同等と認められること，及び復職プログラム適用時の産

業医の業務負担が増加していること等の説明があった。さらに，平成２４

年１０月５日の人事制度委員会において，審議了承された旨の説明があり，

協議の結果了承され，直近の経営協議会及び同協議会後の役員会で審議

することとなった。        

また，産業医の定義について，人事課長から説明があった。 

       

  

（２）佐賀大学総合情報基盤センター規則の一部改正について 

学長から，本件は，総合情報基盤センターに併任の教員を置くこと, 

  運営委員会に加わる専任の教育の職名を明示することに伴い，所要の改 

正を行う案件である旨の説明があった。 

また，総務部長から，改正の概要について，学内における新たなシステ 

ム（ポートフォリオ等）との連携の対応その他の諸課題への対応に必要で 

ある旨の説明があった。さらに，平成２４年１０月２日の情報基盤センタ 

ー運営委員会において，審議了承された旨の説明があり，協議の結果了承 

され，直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとな 
った。 

                              



（３）佐賀大学学生の懲戒に関する規程の一部改正について 

学長から，懲戒に相当すると思われる学生の行為が複数の学部にわた 

る場合の調査委員会の設置について必要な事項を定めるため，所要の改 

正を行う案件である旨の説明があった。 

また，学務部長から，改正の概要について，現行の規程では複数の学 

部にわたる学生の懲戒処分手続についての定めがないため，学部間の懲 

戒の要否・種類の均衡を保つため，また，調査の迅速化を図るために規 

程の改正を行うものである旨の説明があった。さらに，平成２４年９月 

２８日の学生委員会で審議了承された旨の説明があり，協議の結果了承 

され，直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することと 
なった。 

 

（４）佐賀大学医学部規則の一部改正について           

    学長から，平成２５年４月１日からの全学教育機構による教養教育の 

実施による本学の教育課程の見直しに伴い，医学部の教育課程を見直す 

ため，所要の改正を行う案件である旨の説明があった。 

 また，総務課長から，改正の概要について，佐賀大学医学部規則のう 

ち，教育課程の編成及び履修方法に関する条項並びに修得単位数に関す 

る別表を改めるものである旨，また，保健師学校，助産師学校，看護師 

学校変更承認協議書の提出に対応するためである旨の説明があった。さ 

らに，平成２４年９月１９日の医学部教授会で審議了承された後，９月 

２７日の大学教育委員会において報告された旨の説明があり，協議の結 

果了承され，直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議する 
こととなった。 

 

 

（５）寄附講座の設置について 

学長から，本件は，社会医療法人雪の聖母会から，医学部に寄附講座 

「先進外傷治療学講座」を設置する申込みがあったことに関する案件で 

ある旨の説明があった。 

また，中島理事から，本寄附講座は，平成２５年１月１日から平成２７ 
年１２月３１日までの３年間，９０，０００千円の寄附申込額で設置さ 
れる旨及び佐賀地域等における外傷全般の診療・調査を行うとともに， 
新たな治療法の開発と救急医療体制の整備によって，外傷治療の発展に 
寄与することを目的とする旨の説明があり，協議の結果了承され，直近 
の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとなった。 

       

（６）その他 

        特になし。 

 



【 報告事項 】 

 

（１）美術館・正門整備の進捗状況について 

   総務課長から，美術館設置事業の募金状況について説明があった。ま 

た，美術館内に設置するカフェの選定委員会を設置したこと，また，カ 

フェについてのアンケート調査を開始し，現在５０件ほど回答が集まっ 

ていること等の報告があった。 

   次いで，企画管理課長から，美術館・正門整備に関する進捗状況につ 

いて，実施設計を終え，１０月５日に入札公告，１０月３０日に技術提 

案の審査・評価（競争参加資格等審査委員会），１１月２７日に入札， 

１２月中旬には工事着工予定である旨の報告があった。さらに，外観や 

内観，メインストリートから美術館へ向かうアプローチ等について，説 

明があった。 

 さらに，学長から，関係各位への寄附の依頼があった。 

       

 

（２）平成２３事業年度財務諸表の承認について 

財務課長から，平成２４年６月２７日付けで提出した，平成２３事業年 
度財務諸表について，９月２６日付けで文部科学大臣から承認通知があっ 
た旨の報告があった。 

 

（３）その他 

   特になし。 

 

【 その他 】 

 

 特になし。 

 

 

以 上 


